
水産関係の共同利用施設を整備したい

対象者

支援内容

「浜の活力再生プラン」に位置づけられた共同利用施設の整
備等を行う際には、支援が受けられます。

都道府県、市町村、漁業協同組合 等

浜の活⼒再生プランを上位計画として、プランの取組に位置付け
られた共同利用施設の整備、コスト削減・作業の軽労化など水産業
のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備やプラン策
定地域における密漁防止対策等水産資源の管理・維持増⼤、漁港漁
場の機能高度化や防災・減災対策に必要な整備等を支援します。

お問合せ
水産庁防災漁村課 ０３－６７４４－２３９１
キーワード＜事業名：浜の活⼒再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業＞

浜の活⼒再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業

留意点 浜の活⼒再生プランにおいて、必要となる共同利用施設を整備する
ことが位置付けられていること。

2 施設や機械等を導入したい

8

<女性への支援>
女性の活動支援のための、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成される
「女性等活動拠点施設」の整備を支援します。
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対象者

支援内容

漁村の女性等が地域で取り組む意欲的な活動に対して補助が
受けられます。

民間団体 等

漁村女性や女性漁業者を中心に結成されたグループが各地域で取り
組む、特産品の加工開発、水産物消費拡⼤イベントの開催、直売所や
食堂の経営等の実践活動を支援します。
また、これらの活動に必要な知識・技術等を習得するための研修会

や取組成果を公表して優良事例の横展開を図るための成果報告会の開
催を支援します。

お問合せ
水産庁研究指導課 ０３－６７４４－２３７４
キーワード＜事業名：浜の活⼒再生・成長促進交付金のうち浜の活⼒再生プラン推進
等支援事業＞

浜の活⼒再生・成長促進交付金のうち浜の活⼒再生プラン推進等支援事業

留意点 例年２～３月に事業実施者の公募を行います。また、応募の状況によ
り追加の公募を行う場合があります。

<女性への支援>
漁村女性や女性漁業者が中心となって取り組む実践活動に係る費用の一部を交付
します（交付率：１／２以内）。
交付対象経費の範囲は、設備備品費（機器購入等）、消耗品費、旅費、講師謝金、
役務費など。

地域を活性化させたい
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4

女性漁業者として地域活性化のために主体的に活動したい
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